
保健所への提出は不要ですが、今後営業許可の更新時や、保健所職員の日常監視
の中で確認させていただくことがあります。作成した計画や記録は店舗に保管し、
いつでも確認ができるようにしてください。

「HACCPに沿った衛生管理」とは？

「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の

2種類があり、事業者の規模や業種などにより、いずれかの衛生管理に取り組んで

いただくことになります。

HACCPに基づく衛生管理

コーデックスのHACCP7原則を
基準として作成する。

対象：大規模事業者（食品を扱う
従業員が50名以上の事業者）
と畜場、食鳥処理場

HACCPの考え方を取り入れた
衛生管理

業界団体が作成した手引書を参考に
しながら取り組む。

対象：飲食店営業、そうざい製造業、
少人数で食品の製造や販売等
行っている事業者

HACCP（ハサップ）って何？

製造や調理の工程での衛生的な取組について文書化（＝衛生管理計画の作成）し、
記録を行うことで、衛生管理の「見える化」を図るものです。

1人で営業している小さなバーだけど、義務の対象なの？

原則、すべての食品等事業者が義務の対象です。
スナックやバーなど、許可業種が「飲食店営業」の方については、「HACCPの考

え方を取り入れた衛生管理」に取り組んでいただきます。

設備をいろいろ整備するのにお金がかかると聞いたんだけど・・・

HACCPは衛生管理計画の文書化や記録の作成など、ソフト面の基準になります。
加熱器具や冷蔵庫などの設備（ハード面）の新たな設置や整備は必須ではなく、
今ある施設や設備で取り組むことが可能です。

いつから始めればいいの？

制度そのものは令和2年（2020年）6月1日からスタートしましたが、1年間の
経過措置期間が設けられています。

完全施行は令和3年（2021年）6月1日からなので、それまでに始められるよう
今から少しずつ準備を進めていきましょう。

作成した計画や記録は保健所に提出するの？

小規模事業者の方は
こちら！



HACCPの考え方を取り入れた衛生管理をやってみよう！

（1）自分の店舗に合う「手引書」を探してみる

厚生労働省のホームページでいろいろな
業種の手引書が公開されています。

ご自身の店舗の業種に合った手引書を
ダウンロードしましょう。

厚生労働省HPより

URL ⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00001.html

QRコード ⇒

（2）「衛生管理計画」の作成

①一般衛生管理（日頃から行う衛生管理）

②重要管理（取り扱う食品に応じて行う管理）

小規模飲食店手引書より

（３）実施記録の作成

手引書の「記載例」を参考に、
ご自身の店舗で行う衛生管理を
白紙の様式に書込みましょう。

小規模飲食店手引書より

（2）で作成した計画通りの管理が
出来れば適、そうでなければ否に
○をつけましょう。

作成した記録は
1年間保管します。
（飲食店の場合）



改正食品衛生法に基づき、食品リコールを行った場合、行政へ届出することが義務化
されます。届出された情報は国のシステムで一元的に管理され、公表されます。

届出から公表までの基本的な流れ

食品製造者・
販売者

都道府県等 厚生労働省
消費者
（市民）

届出 報告 公表

自主回収情報を原則
オンライン上で入力

※届出対象となる事案（例）
・大腸菌による汚染や異物の混入等

（食品衛生法違反又は違反のおそれ）

「営業許可」「届出対象外営業」に該当しない営業者は、管轄の保健所に「営業届出」を
する必要があります。

営業届出営業許可

食品衛生法施行令
第35条に規定される
32業種

（※具体的な業種は
別表参照）

届出対象外営業

①食品又は添加物の

輸入業

②貯蔵・運搬業

③常温包装食品の販売業

④器具・容器包装製造業

（合成樹脂以外）

⑤容器包装の輸入又は

販売業

「営業許可」「届出対象外営業」に
該当しない営業者

届出期間：R3.6.1～R3.11.30

※営業届出はオンラインからの提出も
可能になります。

R3.5.31時点で営業している施設については、内容に応じ手続きに猶予期間が
設けられます。

R3.6.1 R6.6.1

今後の営業許可申請の流れ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html

【参考】厚生労働省ホームページ「食品衛生法の改正について」

厚生労働省 食品衛生申請等システム 検索

①変更のない業種
（飲食店営業、菓子製造業 等）

②業種区分が変更となる業種
（喫茶店営業、あん類製造業 等）

③同一施設内で統合する業種
（みそ製造業と醤油製造業 等）

④新設の許可業種
（水産製品製造業、漬物製造業、
　食品の小分け業 等）

⑤現行の長崎県条例許可
（魚介類加工業）

次回更新まで

旧許可で営業可

片方の許可期限まで

旧許可で営業可

令
和
3
年
6
月
1
日
施
行

R6.5.31までに改正法に

基づく営業許可を取得

R6.5.31までに改正法に基づく

営業許可（水産製品製造業）を取得

許可更新時に

改正法許可へ移行

遅い方の許可更新時に

改正法許可へ移行



すでに営業許可をお持ちの店舗については、
次回更新時まで現行許可で営業が可能です。

現行の許可業種と見直し後の許可業種

改正食品衛生法施行後 令和3年6月1日～現行 ～令和3年5月31日

別表

注）現行の長崎県条例に基づく「魚介
類加工業」許可をお持ちの方は、令和
6年5月31日までに水産製品製造業許
可の取得が必要です。

※ HACCPに基づく衛生管理の
実施を前提として、菓子・麺類・
水産製品（魚肉練り製品を除く）
の冷凍品の製造、食肉の処理に当
たって追加の許可不要

※ HACCPに基づく衛生管理の
実施を前提として、菓子・麺類・
水産製品（魚肉練り製品を除く）
の冷凍品の製造、食肉の処理に当
たって追加の許可不要

飲食店営業 飲食店営業

喫茶店営業 調理の機能を有する自動販売機

菓子製造業 菓子製造業

あん類製造業

アイスクリーム類製造業 アイスクリーム類製造業

乳処理業 乳処理業

特別牛乳搾取処理業 特別牛乳搾取処理業

乳製品製造業 乳製品製造業

集乳業 集乳業

乳類販売業

食肉処理業 食肉処理業

食肉販売業 食肉販売業

食肉製品製造業 食肉製品製造業

魚介類販売業 魚介類販売業

魚介類競り売り営業 魚介類競り売り営業

魚肉練り製品製造業

食品の冷凍又は冷蔵業

食品の放射線照射業 食品の放射線照射業

清涼飲料水製造業 清涼飲料水製造業

乳酸菌飲料製造業

氷雪製造業 氷雪製造業

氷雪販売業

食用油脂製造業 食用油脂製造業

マーガリン又はショートニング製造業

みそ製造業

しょうゆ製造業

みそ又はしょうゆ製造業

ソース類製造業

酒類製造業 酒類製造業

豆腐製造業 豆腐製造業

納豆製造業 納豆製造業

麺類製造業 麺類製造業

そうざい製造業 そうざい製造業

缶詰又は瓶詰食品製造業

添加物製造業 添加物製造業

届出

届出容器包装に入った
もののみ販売

届出
容器包装に入った
もののみ販売

新設 水産製品製造業

再編 冷凍食品製造業

届出冷凍・冷蔵倉庫業

新設 複合型冷凍食品製造業（※）

乳処理業、乳製品製造業 又は清涼飲料水製造業

届出

届出

密封包装食品製造業

新設 複合型そうざい製造業（※）

再編 密封包装食品製造業

届出
冷蔵流通するもの、
はちみつ、酢

新設 液卵製造業

新設 漬物製造業

新設 食品の小分け業


